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生態系保全／  水質保全 ／景観・生活環境／水田貯留／資源循環

水質保全施設／排水管理／循環かんがい／非かんがい期通水／水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ／林地帯／  沈砂池 ／ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

（７）沈砂池の適正管理（畑） 

水質保全に向けて、土砂堆積機能の効果的発揮や浮遊物の流出防止を図るた

め、沈砂池や土砂溜桝の泥上げやその施設への植栽を行い、適正な維持管理を行

うこと。又は、新たに沈砂池の設置を行い、適正な維持管理を行うこと。 

 

 
 
 
 
【活動のねらい】 

畑地から発生した濁水を一定時間滞留させて、浮遊物質（懸濁物質）を沈殿させるために、沈砂池

や土砂溜桝を設置したり、その施設について適切に維持管理を行うために、土砂上げや施設への植栽

をすることは大切な活動です。 

 
【活動の内容】 

沈砂池に土砂がたまった場合には、エンジン付小型運搬車や手押しの一輪車を使い、土砂を積み込

み、搬出します。必要に応じて、堤体法面等の搬出経路になる場所に、ラダーレール（渡し板）や幅

広の板、ベニヤ板等を設置します。 

泥上げした土砂は、農作業や通行に支障のない場所を選定し、集積して積み上げ、水分を切ります。

水切りした土砂は、土質に応じてそのまま、又は土壌固化剤を混合する等の安定処理を行い、法面や

管理道路の補修、畦畔のかさ上げ等に利用することを検討します。なお、土砂をその場に存置する場

合は、農作業や通行等に支障を生じさせないことが必要です。 

また、池側法面に植栽を行い、法面保護を行うことも有効です。 

 

【配慮事項】 

・泥上げした土砂は、法面の補修や畦畔のかさ上げに利用するか、農業生産に支障を与えないことに

加え、地域住民の方へ迷惑にならないように、適切に処理するように留意します。 

・運搬車（最大積載量 1 トン以上）や小型油圧ショベルの操縦は、労働安全衛生法に基づく有資格者

等、作業経験のある者が行います。 

・小型油圧ショベル等を用いるときには、操縦者以外の作業者もヘルメットを着用する等、作業の安

全に留意します。 
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